
都内における子供食堂の実施状況

○都内で子供に対して食事提供をする施設等が存在する自治体は５０区市町（平成３０年１月は４６区市町）

○都内で子供に対して食事提供をする施設等は５０８か所（平成３０年１月は２９２か所）

うち、実施主体が行政機関以外の民間団体等で実施する施設等は４９５か所

○実施主体として最多はＮＰＯ法人等の民間団体で３１１か所。ついで個人や地元ボランティア等が運営する施設等が１４１か所

調査結果の概要

子供食堂の実施箇所数

自治体数 箇所数
行政からの補助
を受けている団

体

行政以外の主体
からの補助を受
けている団体

区部 23区 354か所 141か所 118か所

市部 25市 152か所 65か所 27か所

町村部 2町 2か所 0か所 0か所

合計 50区市町 508か所 206か所 145か所

行政機関 社会福祉法人
NPO法人等の
民間団体

その他民間団体

区部 12か所 28か所 231か所 83か所

市部 1か所 14か所 79か所 58か所

町村部 0か所 1か所 1か所 0か所

合計 13か所 43か所 311か所 141か所

※調査実施方法は全体調査と同一。回答内容は区市町村担当部署が調査日において把握している情報

令和元年８月１日現在 ｎ＝６２区市町村

※実施主体別内訳

子供に対して食事提供をする施設の箇所数

子供食堂の実施方法①

222か所 301か所 251か所 193か所 120か所 216か所 52か所 187か所

44% 59% 49% 38% 24% 43% 10% 37%
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都内の子供食堂の実施状況について
子供食堂の実施方法② 単位：か所

区分 大人 子供

0円 54 260

1円～99円 1 6

100円～299円 40 118

300円～499円 230 41

500円以上 77 19

時間帯・年齢・所
得等によって料金
をそれぞれ設定

26 49

未回答 80 15

子供食堂の料金

事前に書面にて行っている 120

保護者に確認している 84

本人に確認している 43

106

55

100

その他

未回答

実施していない

確認している

　食事提供に伴うアレルギー調査

営業の許可 69

給食の届出 95

許可等不要 253

未回答 91

食品衛生法上の許可・届出

あり なし 未回答

区部 244 28 82

市部 101 11 40

町部 1 1 0

合計 346 40 122

保健所への相談の有無

あり なし 未回答

区部 286 18 50

市部 96 11 45

町部 2 0 0

合計 384 29 95

保険の加入状況

子ども食堂の
連絡会への参加有

うち自治体が運営する
連絡会への参加有

区部 261 144

市部 111 70

町部 1 1

合計 372 215

あり なし 未回答

区部 124 145 85

市部 77 48 27

町部 1 1 0

合計 202 194 112

フードバンク等、フードロスを解消する取組との
連携の有無


